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１ 目的 

 首都圏等に住む主に２０代～３０代の若者（以下「首都圏者等」という。）を対象にし

たツアーを開催し、田舎暮らし体験を通じて、首都圏者等に茅野市及び周辺地域に住む主

に10代～30代の若者（以下「茅野市民等」という。）と繋がりをもってもらうことで、将

来的な移住や二地域居住への動機付けを図ることを目的とする。 

ついては、本業務に最も適した事業者を選定するため、公募型プロポーザル方

式により委託事業者の選定を行う。 

 

２ 業務委託の概要 

（１）業務名称 

茅野市若者交流体験ツアー  

（２）業務内容 

  別紙仕様書のとおり 

（３）提案上限額 

１,０００千円（消費税及び地方消費税込み） 

（４）業務委託期間 

契約締結の日から平成２９年２月２８日まで 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルの参加に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていること

を条件とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当する者でないこと。 

（２）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破

産手続開始の申立て（同法附則第３条に規定する申立てを含む。）、会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の申

立て（同法附則第２条に規定する申立てを含む。）又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされ

ていないこと。 

（３）本プロポーザルへの参加の希望を表明する書類（以下「参加表明書」とい

う。）の提出の時点において、国、都道府県及び市区町村税の滞納がないこ

と。 

（４）委託業務を適格に遂行するに足りる能力（同種の業務に係る実績があるこ

とを証明できること）、当該業務遂行に必要な技術等を有し、かつ事業目的

の達成、事業計画の遂行に必要な組織及び人員体制を有していること。 

（５）本業務の実施にあたり、協議会との連絡調整、打合せ等に適切かつ迅速に
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対処できること。 

（６）個人情報等の保護に関する法令等を遵守するとともに、提供システムのセ

キュリティ対策を講じる技術を有していること。 

（７）茅野市暴力団排除条例（平成24年条例第20号）第２条第１号又は第２号に

規定する者でないこと。 

 

４ スケジュール 

公募から事業者選定までのスケジュール（概要）は以下のとおりとする。 

内容 日時 

公募開始日 平成２８年７月４日（月） 

参加表明書等の提出期限 平成２８年７月１１日（月） 

企画提案に関わる質問の受付期限 平成２８年７月１１日（月） 

企画提案書類等の提出期限 平成２８年７月１３日（水） 

企画提案書の審査 平成２８年７月中旬 

企画提案書の審査結果の通知 平成２８年７月中旬 

契約締結 平成２８年７月中旬 

 

５ 参加表明書等の提出 

（１）本プロポーザルに参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならな

い。 

① 参加表明書（様式第１号） 

② 会社概要書（様式第２号） 

③ 納税証明書  

・国税（法人税、消費税及び地方消費税）の納税証明書 

・茅野市税の納税証明書（市内業者のみ） 

（受付日前３ケ月以内に発行されたもので申請時発行可能な直近年度のも

の） 

④ 履歴事項全部証明書（受付日前３ケ月以内に発行されたものの写し） 

⑤ 誓約書（様式第３号）（本プロポーザルの参加に当たっての参加資格を満

たしている者であることを誓約するもの） 

（２）提出部数 

１部 

（３）参加表明書等の提出方法、提出先及び提出期限 

① 提出方法：持参又は郵送等（配達の記録が残る方法に限る。） 

② 提出先：田舎暮らし楽園信州ちの協議会  

（市窓口）〒391-8501 長野県茅野市塚原二丁目６番１号 
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       産業経済部移住推進室 

       E-mail iju@city.chino.lg.jp 

TEL（0266）72-2101  FAX（0266）72-4255 

③ 提出期限：平成２８年７月１１日（月）午後５時まで 

郵送等の場合は提出期限までに到着すること。 

提出期限より後に到着した参加表明書等は受理しない。 

 

６ 質問の受付及び回答 

（１）質問 

本プロポーザルに関する質問は質問票（様式第４号）により行うものとし、持

参、郵送、ＦＡＸ又は電子メールのいずれの方法でも可能とする。 

（２）質問の受付先 

５(３)②に同じ。 

（３）質問の受付期限 

平成２８年７月１１日（月）午後５時まで（閉庁日を除く。） 

（４）質問に対する回答 

回答は、平成２８年７月１２日（火）までに、質問者にＦＡＸ又は電子メール

にて行う。 

（５）その他 

提出期限までに到着しなかった質問票については回答しない。 

なお、当該回答文書は、本要領に対して、追加又は修正したものとみなす。 

質問と回答の閲覧期限は、企画提案書等の提出期限までとする。 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）企画提案に必要な書類は次に定めるところにより作成し、提出するもの 

とする。 

① 企画提案書（様式自由） 

   次の事項を必ず明記してください。 

・ツアー全体概要（コンセプト、PRポイント） 

・ツアー行程表 

・委託期間のスケジュール 

② 見積書及び見積内訳書（様式自由） 

(２) 提出部数 

上記①を１０部、②を１部。 

（３）企画提案書の書式等 

① 原則として、Ａ４判の用紙を用いること。ただし、必要に応じてＡ３判  
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の用紙を挿入することも可とする。 

② 文字サイズは１２ポイント以上を基本とする。 

③ 書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準語 

及び計量法によるものとする。 

④ ページ数は１０枚程度を目安とする。ただし、表紙、目次及び裏表紙は 

ページ数に含めない。 

（４）企画提案書等の提出方法、提出先及び提出期限 

① 提出方法：持参 

② 提出先：５(３)②に同じ。 

③ 提出期限：平成２８年７月１３日（水）午後５時まで 

④ 参加表明書の提出がされていない場合も提案書等は受理しない。 

（５）書類提出後の提案等の修正又は変更は一切認めない。また、提出された 

書類は返却しないものとする。 

 

８ 評価の項目と観点 

提案書の審査における評価項目及び観点は以下のとおりとする。 

項目 観点 

業務の理解度 ○将来的な移住や二地域居住への意識の動機付けが期待されるツアー

となっているか 

提案内容 ○ツアーの宣伝方法等から多くの集客が見込める内容となっているか

○参加者が茅野市民等と交流できる内容になっているか 

〇茅野市で暮らす魅力を体験できる内容になっているか 

業務遂行能力 ○業務遂行にあたり、必要かつ十分な人員体制、連携体制となってい

るか 

○計画に無理のない妥当なスケジュールとなっているか 

業務実績 ○同様の事業を実施した実績があるか 

委託金額 ○費用対効果の観点から妥当な見積額となっているか 

（予算額の範囲内で最大限の効果を得られる内容となっているか) 

 

９ 事業者の選定及び結果の通知 

(１) 上記８に沿って審査、採点し、提案評価第１位通過者を選定する。 

(２) 選定終了後、選定結果を全ての企画提案者に通知する。 

(３) 企画提案者が１者のみでも、審査・評価は実施しますが、評価が一定水準に

達しない場合は、提案評価第１位通過者に選定しない。 

 
10 契約の締結等 
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(１) 上記９の方法により選定した事業者を契約の相手方として、契約締結の交渉

を行う。 

(２) 契約内容は、本要領及び提案書等に基づいて改めて協議を行い、最終的な業

務内容をまとめた上で契約を締結する。 

(３) 提案評価第１位通過者に選定された事業者との契約締結交渉の結果、合意に

至らなかった場合又は前記３の参加資格要件を満たさなくなったとき、若し

くは不正と認められる行為をしたことが判明した場合は、提案評価第２位に

選定された事業者と交渉を行う。 

 

11 参加者の失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(１) 前記３の参加資格要件を満たさなくなった者 

(２) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(３) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(４) 見積書の見積額（税込価格）が前記２(３)の提案上限額を超えている場合 

 

12 提案公募の中止等 

協議会がやむを得ない理由等により提案公募を実施することができないと認める

ときは、提案公募の実施を中止又は取り消すことができる。 

 
13 その他留意事項 

(１) 参加表明書及び提案書の作成並びに提出に関する費用は、提出者の負担とす

る。 

 (３) 提案書等は、事業者の選定に伴う作業等に必要な範囲において複製を作成

することがある。 

(４) 提案書等の内容について、協議会から質問をする場合があるので、その場合

は速やかに文書で回答すること。 

(５) 参加表明書提出後に、本プロポーザルへの参加の意思がなくなった場合に

は、プロポーザル参加辞退届（任意様式）を提出すること。 

(６) 提出された書類は返却しません。 

 

 


